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2 月 23 日開催の第１０回公益通報者保護専門調査会につきましては、前々か

ら決まっておりました他の用務と重なり欠席することとなりますが、前回発言

をいたしましたこととの関係でコメントをしたためましたので、下記にてお示

しさせていただきます。

コーポレートガバナンス・コードの見直しの動きについて

金融庁では、コーポレートガバナンス・コード(企業統治指針、以下「コード」

という。)の見直しを検討しているとの報道がなされております。 
上場企業にとっては、このコードは非常に重く受け止められており、大きな

影響力がございます。

このコードにおいて現在も「原則２－５」に「内部通報」が盛り込まれてお

りますが、今回の検討の中でこの内容がより充実することになれば、上場企業

における対応が強化されることが見込まれます。

公益通報者保護制度の見直しとこのコードの見直しの時期が重なっているこ

とは、うまく連動させられないかと思うものです。

金融庁における検討は相当進んでいることや今回の見直しの中心的テーマで

はないことは理解しておりますが、企業不祥事を未然に防止し、また防止でき

なかった場合でもその芽が小さいうちに速やかな是正・再発防止策をとりうる

ものとして、公益通報者保護制度・運用の強化は今回のコード見直しの趣旨と

されている日本企業の中長期的企業価値向上に資するものと考えます。

こうした点につきまして本コード検討の際、十分ご配慮いただけるよう、所

要の働きかけがなされることを期待いたします。

以上
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